
利用者登録
有効期限が近づいてきたのでＩＣカードを新規に取得しました

。三重県への手続きはどのようにしたらいいのですか？
新規に取得されたＩＣカードにて利用者登録を行ってください。
「使用電子証明書届」が必要な場合は、ＩＣカードごとに提出してください。
また、旧ＩＣカードは有効期限まで使用することができます。
期限が切れた後の三重県への失効手続きは必要ありません。
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